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このコーナーでは、猪名川町の取り組みの中で意外と知られてい
ない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します！

秘密
厳守
秘密
厳守

 Consultation Desk For Foreign Residents（外国人生活支援相談）  
▶ Monday,Wednesday ～ Friday 9:00 ～ 16:00. Provide consultation for your daily life.

（Please contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

母子相談（完全予約制）
▶ 28 日（木）13:30 ～ 16:00
役場相談室
▶電話相談   月～金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
− 83 − 3142
◇県母子父子自立支援員による
相談

児童相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

DV 相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談

☎ 767 － 7477
こども課

障がい者・児相談
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

人権相談
▶ 11 日（水）13:00 ～ 16:00
日生住民センター
◇日常生活でのいやがらせ、い
じめ、虐待、不当な差別など（法
務省人権擁護委員による相談）

☎ 768 － 0001

消費生活相談
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー　いずれも 10:00 ～
12:00、13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

法律相談
▶ 25 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付 4
日（月）8:45 ～、先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について、弁護士による相談（1
人 30 分間）

行政相談
▶ 25 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 − 0057・塗家宅
☎ 0797 − 91 − 0381 で随時相
談可）
◇行政に対する苦情や要望

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

農業者年金相談
▶４日（月）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

農地流動化相談
▶ 11 日（月）、18 日（月）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

☎ 766 － 8709
産業観光課

教育相談
▶来所相談（要予約）火～金
9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

☎ 765 － 2065
教育支援センター

心配ごと相談
▶ 12 日 （火）日生住民センター
▶ 19 日 （火）ふらっと六瀬
▶ 26 日 （火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による生活全般の困
りごと相談

☎ 764 － 5814
民生委員・児童委員協議会

障がい者相談
▶ 28 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

☎ 766 － 8701
福祉課

高齢者福祉相談
▶常時 8:45 ～ 17:30 ゆうあ
いセンター（随時訪問相談可）
◇介護・高齢者福祉に関する相談

成年後見相談
▶ 15 日（金）10:00 ～ 12:00

（11 日までに申し込み）
◇成年後見制度に関する相談

（1 人 60 分間）
☎ 764 － 5812

地域包括支援センター

母子相談（完全予約制）
▶ 24 日（木）13:30 ～ 16:00
役場相談室
▶電話相談   月～金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局（☎ 0797
− 61 − 5177）
◇県母子父子自立支援員による
相談

児童相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

DV 相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶
者などからの暴力に関する相
談

☎ 767 － 7477
こども課

障がい者・児相談
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

人権相談
▶ 9 日（水）13:00 ～ 16:00
日生住民センター
◇日常生活でのいやがらせ、い
じめ、虐待、DV、不当な差別
など（法務省人権擁護委員によ
る相談）

☎ 768 － 0001
ふらっと六瀬

消費生活相談
▶月曜日　日生住民センター
※ 7 日 ( 月 ) は臨時休室、１日
( 火 )・８日 ( 火 ) に臨時開室　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー　いずれも 10:00 ～
12:00、13:00 ～ 16:00

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

法律相談
▶ 28 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付 3
日（木）8:45 ～、先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について、弁護士による相談（1
人 30 分間）

行政相談
▶ 8 日（ 火 ）13:30 ～ 16:00
日生住民センター
◇普段の生活で困っているこ
とや、行政への意見・要望な
どに対してのアドバイスや相
談窓口の紹介など

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

農業者年金相談
▶ 7 日（月）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

農地流動化相談
▶ 15 日（火）、21 日（月）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

☎ 766 － 8709
産業観光課

心配ごと相談
▶　８ 日 （火） 日生住民センター
▶ 15 日 （火）ふらっと六瀬
▶ 23 日 （水）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による生活全般の困
りごと相談

☎ 764 － 5814
民生委員・児童委員協議会

障がい者相談
▶ 24 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

☎ 766 － 8701
福祉課

教育相談
▶来所相談（要予約）火～金
9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

☎ 765 － 2065
教育支援センター

高齢者福祉相談
▶常時 8:45 ～ 17:30 ゆうあ
いセンター（随時訪問相談可）
◇介護・高齢者福祉に関する相談

成年後見相談
▶ 18 日（金）10:00 ～ 12:00

（14日までに申し込み、先着２人）
◇成年後見制度に関する相談

（1 人 60 分間）
☎ 764 － 5812

地域包括支援センター

 ひょうご防災ネット
    スマートフォンアプリ が登場！！

緊急情報や地震、気象警報などに備えよう！
　　　　　　　　　　　　　　

問合せ　総務課 危機管理室（☎766-8703）

1人ひとりの備えが大切です。
　　　　　是非、ご利用ください！

利用料無料

模様の役割

　町内には、約 12,000 基のマ
ンホールがあり、町のマンホー
ル蓋

ふ た

には色々なデザインがあ
ります。中には、町木の「松」、
町花の「つつじ」が描かれて
いているものも。表面の凸

で こ ぼ こ

凹
は、歩行者や車などが滑りに

くいように工夫してあるんです。

マンホールってなんで丸いの？

　蓋がマンホール内に落ちてしまうのを防ぐ
ために丸くなっています。もしもマンホール
が四角形だとすると、対角線の幅が一番広く
なり、向きを変えると蓋が落ちてしまう恐れ
があるからです。丸いことで蓋の直径と穴の
直径は同じになり、穴の中に蓋が落ちるのを
防いでいるんです！

中の温度は…？

　マンホールの中は、夏は涼しく、冬は暖か
いんです。道路に雪が積もったときにマンホー
ルの上だけ積もっていない光景を見たことはあ
りませんか？それは、マンホール内の温度がマ
ンホール蓋に伝わり、雪を溶かすからなんです。

マンホールカードを GET ！

　全国の多くの自治体に、ご当
地のマンホール蓋のデザインが
描かれた「マンホールカード」
があるのをご存じですか？いろ
いろなデザインのご当地カード
をぜひ集めてみてください！
　本町のカードは町役場、道の
駅いながわで無料配布していま
す（無くなり次第終了）。

残りわずか！

下水道のことを学ぼう！

　マンホールには、いろんな秘密があっ
たんだね！これをきっかけに下水道のこ
とに興味を持ってくれたらう
れしいな♪
　町の下水は、猪名川流域下
水処理場原田処理場（豊中市）
で処理されてるよ。下水処理
の仕組みを見学することがで
き る か ら、 興 味 の あ る 人 は
行ってみてね！

マンホールの秘密
　普段何気なく目にするマンホール。皆さん
はマンホールについて考えたことはあります
か？これは、人が下水道管を点検・清掃・修理
などを行うための管理用の出入口です。
　今号では、意外と知られていないマンホー
ルについてご紹介します。

知らなかった！

いろんな模様が
あるんだね！

▲松とつつじの
マンホール

みなさんの会社やお店の紹介、イベントの PR を

広報誌に 掲載しませんか？

長期契約割引も
あります♪   問合せ 秘書広報室

（☎ 766 － 8707）

毎月住民のみなさんの元に届く
　　　　　　　「広報いながわ」で宣伝してください！
　　　　　　　　　　　　　詳しくはコチラ→

▼幾何学模様のマンホール蓋

▷問合せ　上下水道課（☎ 766 − 8716）


